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２．防災に関する組織－総合的防災行政の整備・推進

○国：中央防災会議、非常（緊急）災害対策本部

○都道府県・市町村：地方防災会議、災害対策本部

２．防災に関する組織－総合的防災行政の整備・推進

○国：中央防災会議、非常（緊急）災害対策本部

○都道府県・市町村：地方防災会議、災害対策本部

３．防災計画－計画的防災行政の整備・推進

○中央防災会議：防災基本計画

○指定行政機関・指定公共機関：防災業務計画

○都道府県・市町村：地域防災計画

３．防災計画－計画的防災行政の整備・推進

○中央防災会議：防災基本計画

○指定行政機関・指定公共機関：防災業務計画

○都道府県・市町村：地域防災計画

５．財政金融措置

○実施責任者負担

○激甚な災害については、地方公共団体に対する国の特別の

財政援助等

→激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

５．財政金融措置

○実施責任者負担

○激甚な災害については、地方公共団体に対する国の特別の

財政援助等

→激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

６．災害緊急事態

○災害緊急事態の布告 ⇒緊急災害対策本部の設置

○緊急措置（生活必需物資の配給等の制限、金銭債務の

支払猶予、海外からの支援受入れに係る緊急政令の制定）

６．災害緊急事態

○災害緊急事態の布告 ⇒緊急災害対策本部の設置

○緊急措置（生活必需物資の配給等の制限、金銭債務の

支払猶予、海外からの支援受入れに係る緊急政令の制定）

国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする

４．災害対策の推進

○災害予防、災害応急対策、災害復旧という段階ごとに、

各実施責任主体の果たすべき役割や権限を規定

４．災害対策の推進

○災害予防、災害応急対策、災害復旧という段階ごとに、

各実施責任主体の果たすべき役割や権限を規定

１．防災に関する責務の明確化

○国、都道府県、市町村、指定公共機関等の責務 －防災に関する計画の作成・実施、相互協力等

○住民等の責務 －自らの災害への備え、自発的な防災活動への参加等

１．防災に関する責務の明確化

○国、都道府県、市町村、指定公共機関等の責務 －防災に関する計画の作成・実施、相互協力等

○住民等の責務 －自らの災害への備え、自発的な防災活動への参加等

災害対策基本法の概要

【災害対策基本法】
○自然災害を主とする災害対策の基本、総合的かつ計画的な防災行政の推進
○防災計画の作成（原子力災害を含む。）
○災害予防対策、災害応急対策（市町村、都道府県が主）、災害復旧対策

【炉規法】
○原子炉の運転等に関する
規制による災害の防止、
公共の安全の確保

【原子力災害対策特別措置法】
○事業者の責務・義務の明確化
○国の役割、緊急時の対応の明確化
○原子力緊急事態が発生した旨の公示 （「原子力災害緊急事態宣言」）
○原子力災害の特殊性に鑑みた特別の措置

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、
災害対策基本法等法律と相まって、原子力災害に対する
対策の強化を図り、もって原子力災害から国民の生命、
身体及び財産を保護することを目的とする。

原子力災害対策特別措置法の概要
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＜総則＞
○国、地方公共団体等の責務
○国民の協力
○配慮事項
○国、都道府県及び市町村が行う国民の
保護のための措置

○国民の保護のための措置の実施体制
○国民の保護に関する「基本指針」「計画」
「業務計画」
・国の基本指針
・国及び地方公共団体の計画
・指定公共機関及び指定地方公共機関の業務計画

○都道府県及び市町村の国民保護協議会
○訓練

＜救援に関する措置＞

・対策本部長による救援の指示
・都道府県知事による避難住民等の救援の実施

（収容施設の供与、食品の給与、生活必需品の貸与、医療、埋火葬等）

・収容施設等の確保、物資の収用等
・医療の確保

・安否情報の収集等

＜武力攻撃災害への対処に関する措置＞
・武力攻撃災害への対処
・生活関連等施設の安全確保
・原子力災害への対処、原子炉等による被害の防止
・危険物質等による危険の防止、放射性物質等による汚染への対処
・市町村長等の応急措置等（物件の除去等、退避の指示、警戒区域の設定等）

・消防（広域支援等）

・保健衛生の確保（感染症法の特例、墓地、埋葬等に関する法律の特例等）

・被災情報の収集等

＜その他＞

・復旧、備蓄その他の措置
・財政上の措置等（損失補償、損害補償、費用負担等）

・緊急対処事態に対処するための措置（責務、国民の協力、基本的人権の尊重等）

・雑則、罰則、事態対処法の一部改正、附則

＜避難に関する措置＞
・対策本部長による警報の発令

・対策本部長による避難措置の指示
・都道府県知事による住民に対する避難の指示
・都道府県の区域を越える住民の避難

・市町村等による避難住民の誘導

＜国民生活の安定に関する措置＞
・国民生活の安定（生活関連物資等の価格安定等、金銭債務の支払猶予等）

・生活基盤の確保（電気・ガス・水の安定的な供給、運送・通信・郵便等の確保等）

・施設及び設備の応急の復旧

＜国民保護法の基本理念＞
○ 国等の責務
国

・ 国民保護措置について基本的な方針を策定し、万全の
態勢で措置を実施

・ 国民保護措置に関し、国費による適切な措置を実施
地方公共団体

・ 国の方針に基づき、それぞれの区域における国民保護
措置を総合的に推進

・ 地方公共団体の措置に係る経費は、原則国庫負担
指定公共機関・指定地方公共機関
・ それぞれの業務について国民保護措置を実施
国民
・ 要請されたときは必要な協力をするよう努める
○ 配慮事項

・ 基本的人権の尊重、損失補償、不服申し立て・訴訟の
迅速な処理

・ 日本赤十字社の自主性の尊重、放送事業者の言論の
自由の特別の配慮

・ 国民に対し、正確な情報を適時適切に提供
・ 高齢者・障害者等への配慮、国際人道法の的確な実施

（国民保護措置＝法定受託事務）

国民保護法の概要
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措置編

３

災害対策基本法、
災害救助法（救）

原子力災害対策特別措置法（原）

国民保護法、
事態対処法（事）

○　不要不急の外出の自粛の要請、学
校、集会等の制限等の要請及び指示

○　医療関係者への医療従事の要請及
び指示、臨時の医療施設の開設及び特
例

都道府県知事による医療・土木建設工事・輸送関係者への従
事命令等【71条】【救24条】
・都道府県知事による病院等施設の管理
【71条】【救26条】

・都道府県知事による医療関係者に対する医療実施要請・指示【85条】
・指定（地方）公共機関である医療機関の医療確保義務【136条】
・臨時医療施設・宿泊施設に関する建築基準等の適用除外【89条】
・臨時の医療施設に関する病院等開設許可等の適用除外【90条】

○　電気、ガス、運送等の指定（地方）公
共機関等は、業務計画に基づき必要な
措置を実施。

・都道府県知事による医療・土木建設工事・輸送関係者への
従事命令等【71条】【救24条】

医療機関、電気・ガス・水道・運送・通信・郵便事業者：必要な措置を講じ
る義務【134、135、136条】

○　緊急物資の輸送・物資の売渡し・土
地等の使用等に関する要請又は収用等
・　物資の保管命令に従わなかった者等
への罰則

・行政機関の長等による救助に必要な物資の生産・集荷・販
売・配給・保管・輸送を業とする者に対する物資保管命令、収
用【78条】【救23条の2条、26条】

・行政機関の長等からの緊急物資運送要請【79条】
・都道府県知事による特定物資（医薬品、食品等）の売渡要請・収用・保
管命令【81条】

○　埋火葬の特例 ・行政機関等の清掃・防疫その他の保健衛生等に関する災害
応急対策の実施責任【50条】

・埋火葬の特例（近隣市町村における埋火葬実施、市町村長の許可なし
の埋火葬実施を認める）【122条】

○　生活関連物資等の価格の安定 ・内閣による生活必需物資の配給、譲渡、引渡し制限・禁止。
内閣による必要な物の価格・役務・その他の給付の対価の最
高額決定【109条】

・行政機関の長等による生活３法等に基づく措置（売渡指示・命令、標準
価格決定、課徴金徴収等）の適切な実施【129条】
・日本銀行による銀行券発行、通貨・金融調整、信用秩序の維持に資す
る措置【133条】

○　行政・民事上の申請期限・履行期限
の延長等

○　政策金融の実施 政府関係金融機関等による特別な金融実施の努力義務【104
条】

政府関係金融機関による特別な金融実施の努力義務【132条】

・都道府県知事による家畜集合施設の開催等の制限【家畜伝染病予防法33条】
・学校設置者の感染症予防のための臨時休業【学校保健安全法20条】

新型インフルエンザ対策のための
法制のたたき台

その他の法律

行政上の権利利益満了日延長、期限内不履行義務の免責【特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置法】
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地方公共団体編

行動計画

○ 災害対策基本法

（都道府県地域防災計画）

第四十条 都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域

防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、

これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県地域防災計画は、防災業務計

画に抵触するものであつてはならない。

２ 都道府県地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一 当該都道府県の地域に係る防災に関し、当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定

地方行政機関、当該都道府県、当該都道府県の区域内の市町村、指定公共機関、指定地方公共

機関及び当該都道府県の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事

務又は業務の大綱

二 当該都道府県の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練

その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、

消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画

、 、 、 、三 当該都道府県の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務 施設 設備 物資

資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画

３ 都道府県防災会議は、第一項の規定により都道府県地域防災計画を作成し、又は修正したとき

は、速やかにこれを内閣総理大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

４ 内閣総理大臣は、前項の規定により都道府県地域防災計画について報告を受けたときは、中央

防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該都道府県防災会議に対し、必

要な助言又は勧告をすることができる。

（市町村地域防災計画）

第四十二条 市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町

村長。以下この条において同じ ）は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村。

、 、 、地域防災計画を作成し 及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え 必要があると認めるときは

これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画

又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならな

い。

２ 市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一 当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その

他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱

二 当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練そ

の他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消

火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画

三 当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、

資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画

３ 市町村防災会議は、第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、

速やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

４ 都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都道府

県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対し、必

要な助言又は勧告をすることができる。

５ 第二十一条の規定は、市町村長が第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正

する場合について準用する。
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○ 国民保護法

（都道府県の実施する国民の保護のための措置）

第十一条 都道府県知事は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づ

き、第三十四条第一項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画で定めるところにより、

当該都道府県の区域に係る次に掲げる国民の保護のための措置を実施しなければならない。

一 住民に対する避難の指示、避難住民の誘導に関する措置、都道府県の区域を越える住民の避

難に関する措置その他の住民の避難に関する措置

二 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置

三 武力攻撃災害の防除及び軽減、緊急通報の発令、退避の指示、警戒区域の設定、保健衛生の

確保、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対処に関する措置

四 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に関する措置

五 武力攻撃災害の復旧に関する措置

２ 都道府県の委員会及び委員は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定

に基づき、前項の都道府県の国民の保護に関する計画で定めるところにより、都道府県知事の所

轄の下にその所掌事務に係る国民の保護のための措置を実施しなければならない。

３・４ 略

（市町村の実施する国民の保護のための措置）

第十六条 市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、

第三十五条第一項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市

町村の区域に係る次に掲げる国民の保護のための措置を実施しなければならない。

一 警報の伝達、避難実施要領の策定、関係機関の調整その他の住民の避難に関する措置

二 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置

三 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武力攻撃災害

への対処に関する措置

四 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置

五 武力攻撃災害の復旧に関する措置

２ 市町村の委員会及び委員は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に

基づき、前項の市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、市町村長の所轄の下に

その所掌事務に係る国民の保護のための措置を実施しなければならない。

３～５ 略

（都道府県の国民の保護に関する計画）

第三十四条 都道府県知事は、基本指針に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければなら

ない。

２ 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。

一 当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項

二 都道府県が実施する第十一条第一項及び第二項に規定する国民の保護のための措置に関する

事項

三 国民の保護のための措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項

四 次条第一項の規定による市町村の国民の保護に関する計画及び第三十六条第二項の規定によ

る指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画を作成する際の基準となるべき事項

五 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項

六 国民の保護のための措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関す

る事項

七 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関し都道

府県知事が必要と認める事項

３ 都道府県知事は、その国民の保護に関する計画の作成に当たっては、指定行政機関の国民の保

護に関する計画及び他の都道府県の国民の保護に関する計画との整合性の確保を図るよう努めな

ければならない。

４ 都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成する場合において、他の都道府県と関係
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がある事項を定めるときは、当該都道府県の知事の意見を聴かなければならない。

５ 都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、総務大臣を経

由して内閣総理大臣に協議しなければならない。

６ 都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報

、 、告し 並びに当該都道府県の区域内の市町村の長及び関係指定地方公共機関に通知するとともに

公表しなければならない。

７ 前条第六項の規定は、都道府県知事がその国民の保護に関する計画を作成する場合について準

用する。

８ 第三項から前項までの規定は、第一項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。た

だし、第五項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。

（市町村の国民の保護に関する計画）

第三十五条 市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画

を作成しなければならない。

２ 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。

一 当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項

二 市町村が実施する第十六条第一項及び第二項に規定する国民の保護のための措置に関する事

項

三 国民の保護のための措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項

四 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項

五 国民の保護のための措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関す

る事項

六 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し市町村

長が必要と認める事項

３ 市町村長は、その国民の保護に関する計画の作成に当たっては、指定行政機関の国民の保護に

関する計画、都道府県の国民の保護に関する計画及び他の市町村の国民の保護に関する計画との

整合性の確保を図るよう努めなければならない。

４ 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成する場合において、他の市町村と関係がある

事項を定めるときは、当該市町村の長の意見を聴かなければならない。

５ 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県知事に協

議しなければならない。

６ 市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告す

るとともに、公表しなければならない。

７ 第三十三条第六項の規定は、市町村長がその国民の保護に関する計画を作成する場合について

準用する。

８ 第三項から前項までの規定は、第一項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。た

だし、第五項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。
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本部の設置

○ 災害対策基本法

（緊急災害対策本部の設置）

第二十八条の二 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応

急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十

条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に緊急災害対策本部を設置すること

ができる。

２ 第二十四条第二項の規定は、緊急災害対策本部について準用する。

３ 第一項の規定により緊急災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る非常災害対

策本部が既に設置されているときは、当該非常災害対策本部は廃止されるものとし、緊急災害対

策本部が当該非常災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。

※ 第二十四条第二項 内閣総理大臣は、非常災害対策本部を置いたときは当該本部の名称、所管

区域並びに設置の場所及び期間を、当該本部を廃止したときはその旨を、直ちに、告示しなけれ

ばならない。

（緊急災害対策本部の組織）

第二十八条の三 緊急災害対策本部の長は、緊急災害対策本部長とし、内閣総理大臣（内閣総理大

臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣）をもつて充てる。

２ 緊急災害対策本部長は、緊急災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

３ 緊急災害対策本部に、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員を置く。

４ 緊急災害対策副本部長は、国務大臣をもつて充てる。

５ 緊急災害対策副本部長は、緊急災害対策本部長を助け、緊急災害対策本部長に事故があるとき

は、その職務を代理する。緊急災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あら

かじめ緊急災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

６ 緊急災害対策本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 緊急災害対策本部長及び緊急災害対策副本部長以外のすべての国務大臣

二 内閣危機管理監

三 副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

７ 緊急災害対策副本部長及び緊急災害対策本部員以外の緊急災害対策本部の職員は、内閣官房若

しくは指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大

臣が任命する。

８ 緊急災害対策本部に、当該緊急災害対策本部の所管区域にあつて当該緊急災害対策本部長の定

めるところにより当該緊急災害対策本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、緊急災

害現地対策本部を置くことができる。

、 、 。９ 第二十五条第六項後段 第七項及び第八項の規定は 緊急災害現地対策本部について準用する

10 緊急災害現地対策本部に、緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員

を置く。

11 緊急災害現地対策本部長は、緊急災害対策本部長の命を受け、緊急災害現地対策本部の事務を

掌理する。

、 、12 緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員は 緊急災害対策副本部長

、 。緊急災害対策本部員その他の職員のうちから 緊急災害対策本部長が指名する者をもつて充てる

（緊急災害対策本部長の権限）

第二十八条の六 緊急災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該緊急災害

対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。

２ 緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅

速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関

の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関
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の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機

関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。

３ 緊急災害対策本部長は、前二項の規定による権限の全部又は一部を緊急災害対策副本部長に委

任することができる。

４ 緊急災害対策本部長は、緊急災害現地対策本部が置かれたときは、第一項又は第二項の規定に

よる権限（同項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く ）の一部を緊急災害現。

地対策本部長に委任することができる。

５ 緊急災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなけ

ればならない。

○ 事態対処法

（対策本部の設置）

第十条 内閣総理大臣は、対処基本方針が定められたときは、当該対処基本方針に係る対処措置の

実施を推進するため、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第四項の規定にかかわらず、閣

議にかけて、臨時に内閣に武力攻撃事態等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するもの

とする。

２ 内閣総理大臣は、対策本部を置いたときは、当該対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を

国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。

（対策本部の組織）

第十一条 対策本部の長は、武力攻撃事態等対策本部長（以下「対策本部長」という ）とし、内。

閣総理大臣（内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣）をもって充

てる。

２ 対策本部長は、対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

３ 対策本部に、武力攻撃事態等対策副本部長（以下「対策副本部長」という 、武力攻撃事態。）

等対策本部員（以下「対策本部員」という ）その他の職員を置く。。

４ 対策副本部長は、国務大臣をもって充てる。

５ 対策副本部長は、対策本部長を助け、対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

対策副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ対策本部長が定めた順序で、

その職務を代理する。

６ 対策本部員は、対策本部長及び対策副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。この場

、 、 （ 。）合において 国務大臣が不在のときは そのあらかじめ指名する副大臣 内閣官房副長官を含む

がその職務を代行することができる。

７ 対策副本部長及び対策本部員以外の対策本部の職員は 内閣官房の職員 指定行政機関の長 国、 、 （

務大臣を除く ）その他の職員又は関係する指定地方行政機関の長その他の職員のうちから、内。

閣総理大臣が任命する。

○ 国民保護法

（都道府県対策本部及び市町村対策本部の組織）

第二十八条 都道府県対策本部又は市町村対策本部の長は 都道府県国民保護対策本部長 以下 都、 （ 「

道府県対策本部長」という ）又は市町村国民保護対策本部長（以下「市町村対策本部長」とい。

う ）とし、それぞれ都道府県知事又は市町村長をもって充てる。。

２ 都道府県対策本部に本部員を置き、次に掲げる者（道府県知事が設置するものにあっては、第

四号に掲げる者を除く ）をもって充てる。。

一 副知事

二 都道府県教育委員会の教育長

三 警視総監又は道府県警察本部長

四 特別区の消防長
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五 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから任命する者

３ 都道府県対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、都道府県知事が指名する。

４ 市町村対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。

一 副市町村長

二 市町村教育委員会の教育長

三 当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員（消防本部を置かない市町村

にあっては、消防団長）

四 前三号に掲げる者のほか、市町村長が当該市町村の職員のうちから任命する者

５ 市町村対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、市町村長が指名する。

６ 都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他当

該都道府県又は市町村の職員以外の者を都道府県対策本部又は市町村対策本部の会議に出席させ

ることができる。

７ 防衛大臣は、都道府県対策本部長の求めがあった場合において、国民の保護のための措置の実

施に関し連絡調整を行う必要があると認めるときは、その指定する職員を都道府県対策本部の会

議に出席させるものとする。

８ 都道府県知事又は市町村長は、第三十四条第一項の規定による都道府県の国民の保護に関する

計画又は第三十五条第一項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところによ

り、都道府県対策本部又は市町村対策本部に、国民の保護のための措置の実施を要する地域にあ

って当該都道府県対策本部又は市町村対策本部の事務の一部を行う組織として、現地対策本部を

置くことができる。

（都道府県対策本部長及び市町村対策本部長の権限）

第二十九条 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を的確か

つ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定

公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に

関する総合調整を行うことができる。

２ 前項の場合において、関係市町村長等又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関は、当

該関係市町村又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に

係る国民の保護のための措置に関して都道府県対策本部長が行う総合調整に関し、当該都道府県

対策本部長に対して意見を申し出ることができる。

３ 都道府県対策本部長は、国民の保護のための措置の実施に関し、指定行政機関又は指定公共機

関と緊密な連絡を図る必要があると認めるときは、当該連絡を要する事項を所管する指定地方行

政機関の長（当該指定地方行政機関がないときは、当該指定行政機関の長）又は当該指定公共機

関に対し、その指名する職員を派遣するよう求めることができる。

４ 都道府県対策本部長は、特に必要があると認めるときは、対策本部長に対し、指定行政機関及

び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置に関する総合調整を行うよう要請することが

できる。この場合において、対策本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わ

なければならない。

５ 市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施

するため必要があると認めるときは、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る国民の保護

のための措置に関する総合調整を行うことができる。

６ 市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、都道府県

並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置に関する総合調整

を行うよう要請することができる。この場合において、都道府県対策本部長は、必要があると認

めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。

７ 市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、指定行政

機関及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置に関する第四項の規定による要請を行

うよう求めることができる。

８ 都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、第一項又は第五項の規定による総合調整を行う

ため必要があると認めるときは、対策本部長又は都道府県対策本部長に対し、それぞれ当該都道

府県又は市町村の区域に係る国民の保護のための措置の実施に関し必要な情報の提供を求めるこ
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とができる。

９ 都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、第一項又は第五項の規定による総合調整を行う

ため必要があると認めるときは、当該総合調整の関係機関に対し、それぞれ当該都道府県又は市

町村の区域に係る国民の保護のための措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めるこ

とができる。

10 都道府県対策本部長又は市町村対策本部長は、都道府県対策本部長にあっては当該都道府県警

察及び当該都道府県の教育委員会に対し、市町村対策本部長にあっては当該市町村の教育委員会

に対し、それぞれ当該都道府県又は市町村の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため

必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。

11 都道府県知事等又は市町村長等は、都道府県対策本部又は市町村対策本部の設置の有無にかか

わらず、この法律で定めるところにより、国民の保護のための措置を実施することができる。
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指定公共機関編

定義

○ 災害対策基本法

（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。

一～四 略

五 指定公共機関 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一

項に規定する独立行政法人をいう 、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共。）

的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定す

るものをいう。

六～十 略

○ 事態対処法

（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。

一～五 略

六 指定公共機関 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一

項に規定する独立行政法人をいう 、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共。）

的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをい

う。

七 略

○ 国民保護法

（定義）

第二条 この法律において「武力攻撃事態等 「武力攻撃 「武力攻撃事態 「指定行政機関 、」、 」、 」、 」

「指定地方行政機関 「指定公共機関 「対処基本方針 「対策本部」及び「対策本部長」の」、 」、 」、

意義は、それぞれ事態対処法第一条、第二条第一号から第六号まで（第三号を除く 、第九条。）

第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する当該用語の意義による。

２～４ 略
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業務計画

○ 災害対策基本法

（指定公共機関の防災業務計画）

第三十九条 指定公共機関は、防災基本計画に基づき、その業務に関し、防災業務計画を作成し、

及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならな

い。

２ 指定公共機関は、前項の規定により防災業務計画を作成し、又は修正したときは、速やかに当

該指定公共機関を所管する大臣を経由して内閣総理大臣に報告し、及び関係都道府県知事に通知

するとともに、その要旨を公表しなければならない。

３ 第二十一条の規定は、指定公共機関が第一項の規定により防災業務計画を作成し、又は修正す

る場合について準用する。

（指定公共機関及び指定地方公共機関の責務）

第六条 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び

法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、都道府県及び市町村の防災計

画の作成及び実施が円滑に行なわれるように、その業務について、当該都道府県又は市町村に対

し、協力する責務を有する。

２ 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、それぞれそ

の業務を通じて防災に寄与しなければならない。

○ 国民保護法

（指定公共機関及び指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画）

第三十六条 指定公共機関は、基本指針に基づき、その業務に関し、国民の保護に関する業務計画

を作成しなければならない。

２ 指定地方公共機関は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、その業務に関し、国民の

保護に関する業務計画を作成しなければならない。

３ 前二項の国民の保護に関する業務計画に定める事項は、次のとおりとする。

一 当該指定公共機関又は指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置の内容及び実施

方法に関する事項

二 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項

三 国民の保護のための措置の実施に関する関係機関との連携に関する事項

四 前三号に掲げるもののほか、国民の保護のための措置の実施に関し必要な事項

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画を作成した

ときは、速やかに、指定公共機関にあっては当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長を経

由して内閣総理大臣に、指定地方公共機関にあっては当該指定地方公共機関を指定した都道府県

知事に報告しなければならない。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該指

定公共機関又は指定地方公共機関に対し、必要な助言をすることができる。

５ 指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画を作成した

ときは、速やかに、これを関係都道府県知事及び関係市町村長に通知するとともに、公表しなけ

ればならない。

６ 第三十三条第六項の規定は、指定公共機関及び指定地方公共機関がそれぞれその国民の保護に

関する業務計画を作成する場合について準用する。

７ 前三項の規定は、第一項及び第二項の国民の保護に関する業務計画の変更について準用する。

ただし、第四項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。
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緊急時の対応

○国民保護法

（緊急物資の運送）

第七十九条 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長

は、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対

し、都道府県知事及び市町村長にあっては運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関

に対し、避難住民等の救援に必要な物資及び資材その他国民の保護のための措置の実施に当たっ

て必要な物資及び資材（次項及び第百五十五条第一項において「緊急物資」という ）の運送を。

求めることができる。

２ 第七十一条第二項、第七十二条及び第七十三条の規定は、緊急物資の運送について準用する。

（電気及びガス並びに水の安定的な供給）

第百三十四条 電気事業者（電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第十号の電

気事業者をいう ）及びガス事業者（ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第二条第十一。

項のガス事業者をいう ）である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等におい。

て、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、電気及びガスを安定的か

つ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。

２ 水道事業者（水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第五項の水道事業者をいう 、。）

水道用水供給事業者（同項の水道用水供給事業者をいう ）及び工業用水道事業者（工業用水道。

事業法（昭和三十三年法律第八十四号）第二条第五項の工業用水道事業者をいう ）である地方。

公共団体及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する

計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、水を安定的かつ適切に供給するた

め必要な措置を講じなければならない。

（運送、通信及び郵便等の確保）

、 、第百三十五条 運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は 武力攻撃事態等において

それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、旅客及び貨物の運送を確保す

るため必要な措置を講じなければならない。

２ 電気通信事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それ

ぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、通信を確保し、及び国民の保護の

ための措置の実施に必要な通信を優先的に取り扱うため必要な措置を講じなければならない。

３ 郵便事業を営む者及び一般信書便事業者（民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十

四年法律第九十九号）第二条第六項の一般信書便事業者をいう ）である指定公共機関及び指定。

地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定める

ところにより、郵便及び信書便を確保するため必要な措置を講じなければならない。

（医療の確保）

第百三十六条 病院その他の医療機関である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態

等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、医療を確保する

ため必要な措置を講じなければならない。
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措置編

（１）不要不急の外出の自粛の要請、学校、集会等の制限等の要請及び指示

《家畜伝染病予防法》

（家畜集合施設の開催等の制限）

、 、 、第三十三条 都道府県知事は 家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは 規則を定め

競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催又はと畜場若しくは化製場の事業を

停止し、又は制限することができる。

《学校保健安全法》

（出席停止）

第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児

童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

《学校保健安全法》

（臨時休業）

第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休

業を行うことができる。

（２）予防接種

《予防接種法》

第六条 都道府県知事は、一類疾病及び二類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上

緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接

種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。

２ 厚生労働大臣は、前項に規定する疾病のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、政令

の定めるところにより、同項の予防接種を都道府県知事に行うよう指示することができる。

３ 厚生労働大臣は、二類疾病のうち当該疾病にかかつた場合の病状の程度を考慮して厚生労働大

臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は

期間を指定して、政令の定めるところにより、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予

防接種を行うよう指示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の

区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとす

る。

４ 国は、第一項又は前項に規定する予防接種の円滑な実施を確保するため、ワクチンの供給等に

関し必要な措置を講ずるものとする。

（３）医療関係者への医療従事の要請・指示及びこれらに伴う措置、臨時の医療施設の

開設及び特例

○ 災害対策基本法、災害救助法

《災害対策基本法》

（避難住民の運送の求め）

第七十一条 都道府県知事又は市町村長は、避難住民を誘導するため、運送事業者である指定公共

機関又は指定地方公共機関（都道府県知事にあっては当該都道府県知事が指定した指定地方公共

機関、市町村長にあっては当該市町村が属する都道府県の知事が指定した指定地方公共機関に限

る。第七十三条第二項から第四項まで及び第七十九条第一項において同じ ）に対し、避難住民。

の運送を求めることができる。
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２ 前項の指定公共機関及び指定地方公共機関は、同項の規定による求めがあったときは、正当な

理由がない限り、その求めに応じなければならない。

《災害救助法》

第二十四条 都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築

工事又は輸送関係者を、第三十一条の規定に基く厚生労働大臣の指示を実施するため、必要があ

ると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができ

る。

２ 地方運輸局長（運輸監理部長を含む ）は、都道府県知事が第三十一条の規定に基づく厚生労。

働大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する

業務に従事させることができる。

３ 第一項及び第二項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、政令でこれを定め

る。

４ 第二十三条の二第二項の規定は、第一項及び第二項の場合に、これを準用する。

５ 第一項又は第二項の規定により救助に従事させる場合においては、その実費を弁償しなければ

ならない。

○ 国民保護法

（医療の実施の要請等）

第八十五条 都道府県知事は、大規模な武力攻撃災害が発生した場合において、避難住民等に対す

る医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関

係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、医療を行うよう要請することがで

きる。

２ 前項の場合において、同項の医療関係者が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じ

ないときは、都道府県知事は、避難住民等に対する医療を提供するため特に必要があると認める

ときに限り、当該医療関係者に対し、医療を行うべきことを指示することができる。この場合に

おいては、同項の事項を書面で示さなければならない。

３ 都道府県知事は、前二項の規定により医療関係者に医療を行うよう要請し、又は医療を行うべ

きことを指示するときは、当該医療関係者の安全の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよ

う必要な措置を講じなければならない。

（収容施設等に関する特例）

第八十九条 消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第十七条の規定は、避難住民等を収容し、

（ 「 」 。）又は避難住民等に対する医療の提供を行うための施設 第三項において 収容施設等 という

であって都道府県知事が臨時に開設するもの（次項及び第三項において「臨時の収容施設等」と

いう ）については、適用しない。。

２ 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、消防法 に準拠して、臨時の収容施設等について

の消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定

め、その他当該臨時の収容施設等における災害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な

措置を講じなければならない。

３ 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第八十五条第一項本文、第三項及び第四項並びに

景観法（平成十六年法律第百十号）第七十七条第一項、第三項及び第四項の規定は、都道府県知

事が行う収容施設等の応急の修繕及び臨時の収容施設等の建築について準用する。

（臨時の医療施設に関する特例）

第九十条 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第四章の規定は、都道府県知事が臨時に開設す

る避難住民等に対する医療の提供を行うための施設については、適用しない。

（医療の確保）

第百三十六条 病院その他の医療機関である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態

等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、医療を確保する
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ため必要な措置を講じなければならない。

（損害補償）

第百六十条 略

２ 都道府県は、第八十五条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第二項の規定による指示に

従って医療を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の

状態となったときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者が

これらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。

３ 略

（４）電気、ガス、運送等の指定（地方）公共機関等は、業務計画に基づき必要な措置

を実施

○ 災害対策基本法、災害救助法

《災害対策基本法》

（避難住民の運送の求め）

第七十一条 都道府県知事又は市町村長は、避難住民を誘導するため、運送事業者である指定公共

機関又は指定地方公共機関（都道府県知事にあっては当該都道府県知事が指定した指定地方公共

機関、市町村長にあっては当該市町村が属する都道府県の知事が指定した指定地方公共機関に限

る。第七十三条第二項から第四項まで及び第七十九条第一項において同じ ）に対し、避難住民。

の運送を求めることができる。

２ 前項の指定公共機関及び指定地方公共機関は、同項の規定による求めがあったときは、正当な

理由がない限り、その求めに応じなければならない。

《災害救助法》

第二十四条 都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築

工事又は輸送関係者を、第三十一条の規定に基く厚生労働大臣の指示を実施するため、必要があ

ると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができ

る。

２ 地方運輸局長（運輸監理部長を含む ）は、都道府県知事が第三十一条の規定に基づく厚生労。

働大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する

業務に従事させることができる。

３ 第一項及び第二項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、政令でこれを定め

る。

４ 第二十三条の二第二項の規定は、第一項及び第二項の場合に、これを準用する。

５ 第一項又は第二項の規定により救助に従事させる場合においては、その実費を弁償しなければ

ならない。

（電気及びガス並びに水の安定的な供給）

第百三十四条 電気事業者（電気事業法 （昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第十号の

電気事業者をいう ）及びガス事業者（ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第二条第十。

一項のガス事業者をいう ）である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等にお。

いて、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、電気及びガスを安定的

かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。

２ 水道事業者（水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第五項の水道事業者をいう 、。）

水道用水供給事業者（同項の水道用水供給事業者をいう ）及び工業用水道事業者（工業用水道。

事業法（昭和三十三年法律第八十四号）第二条第五項の工業用水道事業者をいう ）である地方。

公共団体及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する

計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、水を安定的かつ適切に供給するた
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め必要な措置を講じなければならない。

（運送、通信及び郵便等の確保）

、 、第百三十五条 運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は 武力攻撃事態等において

それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、旅客及び貨物の運送を確保す

るため必要な措置を講じなければならない。

２ 電気通信事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それ

ぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、通信を確保し、及び国民の保護の

ための措置の実施に必要な通信を優先的に取り扱うため必要な措置を講じなければならない。

３ 郵便事業を営む者及び一般信書便事業者（民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十

四年法律第九十九号）第二条第六項の一般信書便事業者をいう ）である指定公共機関及び指定。

地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定める

ところにより、郵便及び信書便を確保するため必要な措置を講じなければならない。

（医療の確保）

第百三十六条 病院その他の医療機関である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態

等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、医療を確保する

ため必要な措置を講じなければならない。

（５）緊急物資の輸送・物資の売渡し・土地等の使用等に関する要請又は収用等

○ 災害対策基本法、災害救助法

《災害対策基本法》

（指定行政機関の長等の収用等）

第七十八条 災害が発生した場合において、第五十条第一項第四号から第九号までに掲げる事項に

ついて応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方

、 、 、行政機関の長は 防災業務計画の定めるところにより 当該応急措置の実施に必要な物資の生産

集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対し、その取り扱う物資の保管を命じ、又

は当該応急措置の実施に必要な物資を収用することができる。

２ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前項の規定により物資の保管を命じ、又は物

資を収用するため必要があると認めるときは、その職員に物資を保管させる場所又は物資の所在

する場所に立ち入り検査をさせることができる。

、 、３ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は 第一項の規定により物資を保管させた者から

必要な報告を取り、又はその職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせること

ができる。

《災害救助法》

第二十三条の二 指定行政機関の長（災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第二条

第三号に規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が内閣府設置法（平成十一年法律

第八十九号）第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法（昭和二十三年法律第百

二十号）第三条第二項の委員会若しくは災害対策基本法第二条第三号ロに掲げる機関又は同号ニ

に掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関とする。次条におい

て同じ ）及び指定地方行政機関の長（同法第二条第四号に規定する指定地方行政機関の長をい。

う。次条において同じ ）は、防災業務計画（同法同条第九号に規定する防災業務計画をいう ）。 。

の定めるところにより、救助を行うため特に必要があると認めるときは、救助に必要な物資の生

産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命

じ、又は救助に必要な物資を収用することができる。

２ 前項の場合においては、公用令書を交付しなければならない。

３ 第一項の処分を行なう場合においては、その処分により通常生ずべき損失を補償しなければな
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らない。

《災害救助法》

第二十六条 都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるとき、又は第三十一条の

規定に基く厚生労働大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所、旅

館その他政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の生産、集荷、販

売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は物資

を収用することができる。

２ 第二十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

○ 国民保護法

（緊急物資の運送）

第七十九条 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長

は、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対

し、都道府県知事及び市町村長にあっては運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関

に対し、避難住民等の救援に必要な物資及び資材その他国民の保護のための措置の実施に当たっ

て必要な物資及び資材（次項及び第百五十五条第一項において「緊急物資」という ）の運送を。

求めることができる。

２ 第七十一条第二項、第七十二条及び第七十三条の規定は、緊急物資の運送について準用する。

（物資の売渡しの要請等）

第八十一条 都道府県知事は、救援を行うため必要があると認めるときは、救援の実施に必要な物

資（医薬品、食品、寝具その他政令で定める物資に限る。次条第一項及び第八十四条第一項にお

いて単に「物資」という ）であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取。

り扱うもの（以下「特定物資」という ）について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡し。

を要請することができる。

２ 前項の場合において、特定物資の所有者が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じ

ないときは、都道府県知事は、救援を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物

資を収用することができる。

３ 都道府県知事は、救援を行うに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めると

きは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱

う特定物資の保管を命ずることができる。

４ 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、都道府県知事の行う救援を支援するため緊急

の必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、自ら前三項の規定によ

る措置を行うことができる。

（６）埋火葬の特例

○ 国民保護法

（埋葬及び火葬の特例）

第百二十二条 厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害の発生により埋葬又は火葬を円滑に行うこ

とが困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認

めるときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限り、墓地、埋葬等に関

する法律（昭和二十三年法律第四十八号）第五条及び第十四条に規定する手続の特例を定めるこ

とができる。

○ 災害対策基本法、災害救助法

《災害対策基本法》

（災害応急対策及びその実施責任）
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第五十条 災害応急対策は、次の各号に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれ

がある場合に災害の発生を防禦し、又は応急的救助を行なう等災害の拡大を防止するために行な

うものとする。

一 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項

二 消防、水防その他の応急措置に関する事項

三 被災者の救難、救助その他保護に関する事項

四 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項

五 施設及び設備の応急の復旧に関する事項

六 清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項

七 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項

八 緊急輸送の確保に関する事項

九 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置に関する事項

２ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共

機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害応急対策の実施の責任を有する者は、法

令又は防災計画の定めるところにより、災害応急対策を実施しなければならない。

（７）生活関連物資等の価格の安定

《災害対策基本法》

（緊急措置）

第百九条 災害緊急事態に際し国の経済の秩序を維持し、及び公共の福祉を確保するため緊急の必

、 、 、 、要がある場合において 国会が閉会中又は衆議院が解散中であり かつ 臨時会の召集を決定し

又は参議院の緊急集会を求めてその措置をまついとまがないときは、内閣は、次の各号に掲げる

事項について必要な措置をとるため、政令を制定することができる。

一 その供給が特に不足している生活必需物資の配給又は譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁

止

二 災害応急対策若しくは災害復旧又は国民生活の安定のため必要な物の価格又は役務その他の

給付の対価の最高額の決定

三 金銭債務の支払（賃金、災害補償の給付金その他の労働関係に基づく金銭債務の支払及びそ

の支払のためにする銀行その他の金融機関の預金等の支払を除く ）の延期及び権利の保存期。

間の延長

２ 前項の規定により制定される政令には、その政令の規定に違反した者に対して二年以下の懲役

若しくは禁錮、十万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑を科し、又はこれを併科する旨

の規定、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の

業務に関してその政令の違反行為をした場合に、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対

して各本条の罰金、科料又は没収の刑を科する旨の規定及び没収すべき物件の全部又は一部を没

収することができない場合にその価額を追徴する旨の規定を設けることができる。

３ 内閣は、第一項の規定により政令を制定した場合において、その必要がなくなつたときは、直

ちに、これを廃止しなければならない。

４ 内閣は、第一項の規定により政令を制定したときは、直ちに、国会の臨時会の召集を決定し、

又は参議院の緊急集会を求め、かつ、そのとつた措置をなお継続すべき場合には、その政令に代

わる法律が制定される措置をとり、その他の場合には、その政令を制定したことについて承認を

求めなければならない。

５ 第一項の規定により制定された政令は、既に廃止され、又はその有効期間が終了したものを除

き、前項の国会の臨時会又は参議院の緊急集会においてその政令に代わる法律が制定されたとき

は、その法律の施行と同時に、その臨時会又は緊急集会においてその法律が制定されないことと

なつたときは、制定されないこととなつた時に、その効力を失う。

６ 前項の場合を除くほか、第一項の規定により制定された政令は、既に廃止され、又はその有効

期間が終了したものを除き、第四項の国会の臨時会が開かれた日から起算して二十日を経過した
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時若しくはその臨時会の会期が終了した時のいずれか早い時に、又は同項の参議院の緊急集会が

開かれた日から起算して十日を経過した時若しくはその緊急集会が終了した時のいずれか早い時

にその効力を失う。

７ 内閣は、前二項の規定により政令がその効力を失つたときは、直ちに、その旨を告示しなけれ

ばならない。

８ 第一項の規定により制定された政令に罰則が設けられたときは、その政令が効力を有する間に

行なわれた行為に対する罰則の適用については、その政令が廃止され、若しくはその有効期間が

終了し、又は第五項若しくは第六項の規定によりその効力を失つた後においても、なお従前の例

による。

○国民保護法

（生活関連物資等の価格の安定等）

第百二十九条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長は、武力攻撃

事態等において、国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要な物資若しく

は役務の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、それぞれその国民の

保護に関する計画で定めるところにより、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措

置に関する法律（昭和四十八年法律第四十八号 、国民生活安定緊急措置法（昭和四十八年法律）

第百二十一号 、物価統制令（昭和二十一年勅令第百十八号）その他法令の規定に基づく措置そ）

の他適切な措置を講じなければならない。

（通貨及び金融の安定）

第百三十三条 日本銀行は、武力攻撃事態等において、その国民の保護に関する業務計画で定める

ところにより、銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節を行うとともに、銀行その他の金融機関

の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じ、信用秩序の維持に資するため必要な措置を講じな

ければならない。

（８）行政・民事上の申請期限・履行期限の延長等

《特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置法》

（趣旨）

第一条 この法律は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るため、特定非常災害が発生

した場合における行政上の権利利益に係る満了日の延長、履行されなかった義務に係る免責、法

人の破産手続開始の決定の特例、民事調停法（昭和二十六年法律第二百二十二号）による調停の

申立ての手数料の特例並びに建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）及び景観法（平成十六

年法律第百十号）による応急仮設住宅の存続期間の特例について定めるものとする。

（特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定）

第二条 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保

全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害に起因する民

事に関する紛争の迅速かつ円滑な解決若しくは当該非常災害に係る応急仮設住宅の入居者の居住

の安定に資するための措置を講ずることが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該

非常災害を特定非常災害として政令で指定するものとする。この場合において、当該政令には、

当該特定非常災害が発生した日を特定非常災害発生日として定めるものとする。

２ 前項の政令においては、次条以下に定める措置のうち当該特定非常災害に対し適用すべき措置

。 、 、を指定しなければならない 当該指定の後 新たにその余の措置を適用する必要が生じたときは

当該措置を政令で追加して指定するものとする。

（期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置）

第四条 特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務（以下「特定義
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務」という ）であって、特定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかった。

ものについて その不履行に係る行政上及び刑事上の責任 過料に係るものを含む 以下単に 責、 （ 。 「

任」という ）が問われることを猶予する必要があるときは、政令で、特定非常災害発生日から。

起算して四月を超えない範囲内において特定義務の不履行についての免責に係る期限（以下「免

責期限」という ）を定めることができる。。

２ 免責期限が定められた場合において、免責期限が到来する日の前日までに履行期限が到来する

特定義務が免責期限が到来する日までに履行されたときは、当該特定義務が特定非常災害により

履行されなかったことについて、責任は問われないものとする。

３ 免責期限が定められた後、前二項に定める免責の措置を免責期限が到来する日の翌日以後にお

いても特に継続して実施する必要があると認められるときは、政令で、特定義務の根拠となる法

令の条項ごとに、新たに、当該特定義務の不履行についての免責に係る期限を定めることができ

る。前項の規定は、この場合について準用する。

４ 前三項の規定にかかわらず、特定義務が災害その他やむを得ない事由によりその履行期限が到

来するまでに履行されなかった場合について他の法令に別段の定めがあるときは、その定めると

ころによる。

（９）政策金融の実施

○ 災害対策基本法、災害救助法

《災害対策基本法》

（災害融資）

第百四条 政府関係金融機関その他これに準ずる政令で定める金融機関は、政令で定める災害が発

生したときは、災害に関する特別な金融を行ない、償還期限又はすえ置き期間の延長、旧債の借

換え、必要がある場合における利率の低減等実情に応じ適切な措置をとるように努めるものとす

る。

○ 国民保護法

（武力攻撃災害に関する融資）

第百三十二条 政府関係金融機関は、大規模な武力攻撃災害が発生したときは、当該大規模な武力

攻撃災害に関する特別な金融を行い、償還期限又は据置期間の延長、旧債の借換え、必要がある

場合における利率の低減その他実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。


